
 

★令和７年度海田町シルバー人材センター安全標語優秀作品★ 

安全は １人じゃないよ 全員で（新庄 良治 会員作） 
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フリーランス新法施行に伴い，厚生労働省からシルバー人材センター（以下「セン

ター」）の契約方法について見直しを行うよう方針が示されたことにより「新たな契

約方法（包括的契約）」に移行します。 

「新たな契約方法（包括的契約）」では，発注者がセンターと「シルバー人材セン

ター利用契約」を締結後，センターは会員に対して「会員業務仕様書」を提示し，会

員が内容に同意すれば就業することになります。 

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが，実務面では

現在と基本的に変わるところはありません。センターは，発注者と会員の間に入って

様々な調整を行います。依頼された仕事の履行や会員が安心して働くことができる環

境の確保等についても，現在と同じようにセンターが責任を持って対応します。 

●規約を制定しました 

この度の理事会で「新たな契約方法」の契約事務をできるだけ簡便なものにする

ために必要な規約を制定しました。内容はホームページや会員専用サイト「Ｓｍｉ

ｌｅ ｔｏ Ｓｍｉｌｅ」(ｽﾏｲﾙ ﾄｩ ｽﾏｲﾙ)でダウンロードできるようにします。 

●「新たな契約方法」では「配分金」は「会員業務委託料」，「事務費」は「センター

業務委託料」となります。 

●「新たな契約方法」に馴染まない仕事もあります 

 独自事業など，本来の発注者が存在しないため，三者による包括的な契約が成立

しない場合。また，許可業などの関係で会員が直接受託できない場合。 

●令和８年２月から順次実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

シルバー人材センター 発 注 者 

就業条件の明示 

請負(委任)就業 

会 員 

(フリーランス) 

センター利用申込 

サポート・マッチング 

請負(委任) 

契約関係 
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